
○ 障害福祉サービス等は、障害児者やその家族等を支える上で必要不可欠である。感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等
を提供する体制を構築するための支援を実施する。
○ また、新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所において、感染リスクを抱える環境の中、サービス継続のために業務に従事した
職員に対する慰労金を支給するための支援を実施する。

令和２年度第２次補正予算額：１,５０８億円

○ 障害福祉サービス施設・事業所等における
感染症対策の徹底のため、
・感染症対策のための各種物品の購入
・外部専門家等による研修の実施
・感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟
に活用可能な多機能型簡易居室の設置
等、必要となるかかり増し費用を助成。

感染症対策の徹底支援サービス再開支援

○ 相談支援事業所や基幹相談支援センター
等の相談支援専門員や障害福祉サービス事
業所等が、サービスの利用を控えている方への
利用再開支援のため、アセスメントやニーズ調
査・調整を実施。

職員への慰労金支給

○ 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚
接触者に対応した施設・事業所に勤務し利
用者と接する職員に対し慰労金（２０万
円）を支給。
〇 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者
と接する職員に対し慰労金（５万円）を支
給。

国

都道府県

交付

交付（10/10）

障害福祉サービス施設・事業所等

○ 都道府県における、今後に備えた消毒液・マスク等、必要な
物資の備蓄を支援。
○ 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保
○ 感染対策相談窓口の設置

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害福祉サービス等分）

○ 障害福祉サービス等は、障害児者やその家族等を支える上で必要不可欠であることから、感染症対策を徹底した
上で、障害福祉サービス等を提供する体制を構築するための支援を実施する。

○ 新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所においてサービス継続のために業務に従事した職員等に対して
慰労金を支給する。


